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2勾留状(接見聯禁止決定､被疑者国週弁韻人選任を含む)については■■■

)で勾留状等を作成しま当直員各位

土浦簡易裁判所

夜間令状処理の流れについてはIはじめて宿直をする職員の方へjを参照

同時処理されます。す｡立件･事件番号の採番は

なお、『勾留に代わる観圃措置｣の作成については、「当直用手書き様式｣を

使って手書きで作成するか

データを入力し､ワードの当面令状事務処理における留意点について

はじy)に

第1 令状処理の重要性

逮捕や捜索押収などの強制処分は、犯罪の早期発見や証拠収集・保全のた

￥)、その密行性・迅速性のもとで行われますが、 これを受ける者にとって

ば、その基本的人権が侵害されかねません『そこで捜査機関による強制捜査の

行き過ぎや濫!fiを抑制す系た胸、中立・公箙な立場の裁判官に令状亮付の権限

が写.えら説-でいま奇－－令状処理は一般、ﾉ､辱の生活に大きく影響するものであ

り、決して過誤が許されない仕事の一つです。そのため当直担当者にあって

は、常にそうした意識を持t)、裁判官の滴切・迅速な令状審蚕に滴切に補助で

きるよう、頁隼に令状辮務処理に臨んでください≦

蕊2過誤防｣上 （トリプルチェックとシステムの使用）

令状処理に当たっては､■■■■■■■■①ﾏﾆｭｱﾙ等を参照すると共に､必

ず令状の種別ごとに②チェック票を使用して当直員2名でダブルチエックを行い､さら

に令状等の交付の際にも令状等の形式的罷較事項について､■■■■■と
読み合わせ(③トリプルチェック)を行ってください。

なお、当庁では、
、

苗繊に
1

立件は手書きのr一般令状事件簿｣に登鮫して立件します｡

差込印刷により作成します。（、『勾留に代わる観歴措置』は、『一鐙令状率件簿」

で事件番号をとります)。

■■■の使用法については．■■■■■■■の
ﾏﾆｭｱﾙ参照｡この■■■■■■は最商裁のｻｰバﾒﾝﾃﾅﾝｽ
などで､I■■が使えないときにも使用することがあります。

ので､これを使

用してください｡なお､当直で使用する書面の一部については刑事訟廷係からおろす

に手魯き用の霧面もありますの

で､それをコピーして使用することも可能です。

被疑者国選弁腰選任醗求事件関係の寄面中､法テラスへのファクシミリ送侭書や

当番弁墜士関係の呑類、要通訳事件の宣誓寄等は、

■■■印刷できるようにしてあります｡■■■■土浦では■■■■■■■■

では､■
してくださ留意点についても説明していますので参考に

ぃ｡なお､被疑者国選選任事務についても､令状処理と同様にダブルﾁｪｯｸをして処

理を進めてください｡ファクシミリ送信作薬も2名で行ってください｡また､転入された方

で､初めて日直に入る場合には､事前に刑事訟廷係で行う こ関する事

前研修を受けるようにしてください(所要時間約1時間)。

第3その他

選挙に係る接見等禁止一部解除申立てに関する処理について

、

一つ一
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※なお、平成30年6月に被疑者国選弁讃制度の拡大がなされた際､､日直がある臼

に当直に備えおく■■■■ を作成しました。

これには､■■■が使えないときのﾂｰﾙの■■ ，使用方法な
どが書かれていますので､必要に応じて､これも参照してください。

※本資料の中のチェック票の見本の記職の中に、「庁印｣を押捺する旨書かれてい

るところがありますが、

■■■■■■■■勾留請求書や接見等禁止請求書については､現在は､庁印は

押捺されていません．

また、令状についても､令和元年8月1日から庁印の押捺が廃止されたので､現

在では､当直で庁印を押捺する事務はありません。
◆

一一
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|－ ’第1一般令状（詳細は｢令状関係事件処理要領上･下｣1を参照）

1 受付（刑訴規則139条1項、 298条1項）

（1）令状請求を受理した場合には、請求書原本の余白に『当直受付印」を押印

し、認印する。受付印の種類は1つである（受付印は2つあるが、どちらも

同じものである”欠ける部分がないように丁寧に押印する。 ） 。

逮捕状請求の場合、請求者2が請求書謄本］通を添付（刑訴規則139条

2項）してくるので、謄本についでも、同犠に受付印、認印を押し、請求書

原本と同じ記載をする。なお逮捕状諦求書の記載要件は刑訴法200条、刑

訴規則142条、 144条、 157条の2参照

・ 受付をする際には、受付印の日付けを誤らないようにする。日付けの変わ

る午舗零時節後は要注遼（日付変わると「午前」）、また、午餉露時を越え

て令状を発付するときの令状の繁付の日付や有効朔問の日付にも注意。

・ 受付印の日付け等を誤った場合はその受付印を全部抹消し、その傍らに

． 「誤捺抹消⑳」して、新たに受付印を押す。

（2）緊急逮捕状の場合には、受付印に受付時刻を記入する。

「逮捕状請求篠(乙)｣の緊急逮捕状請求(刑訴法210条)は､既に被疑者を逮

捕しているので､その逮捕の適法性についての事後的審査になる｡逮捕後｢直ち

に裁判官の逮捕状を求める手続｣が求められていることから、受付時刻の記載が

必要となる。これ以外の一般令状では特に受付時刻の記入の必要はない

が、記赦しても誤りではない。またこの緊急逮捕状の場合には公安委員会の

指定を受けない司法警察員、司法巡査も請求権を有している。

’’

事件簿嘉載

バインダー式の土浦簡裁の「一般令状講求事件簿」に記入。

（1）一般令状請求事件簿

・ 逮捕状請求書(甲)､逮捕状購求書(乙)､捜索差押許可状､裟証鮮可状、

鑑定処分許可鯖求､身体検査令状その他の一般令状を登識する。

土浦簡裁の事件簿ほ「 (る)第酢jの事件番号から始まる。

（水戸地裁土浦支部の事件簿の場合は『 (む)第日号｣の事件番号から

始烹るが、現在は、前記の理由から備え付けていない。 ）

（2）備考柵

・ 備考欄に「当直処理』と記載（ゴム印あり） （統計上必要）

・ 捜索差押許可状、検証許可状等の請求の場合で、同一の事件で同じ

種類の令状請求が複数あった場合は、将来、返還された時に、それ,ら

を区別する必要があるので、捜索、検証すべき場所を記載し特定

く例：被疑者方居室、○○事務所、 トヨタプリウス等） 。ただし、複

数の自動車の場合はナンバーの記栽のみで足りる。

2

§に ｜のファイルで÷‐
21 - …｜ 『指定を受けた司湊蕃察員名簿jがあるので、談当する警察悪橘に氏名があるか左いか確認
する_ ll－ 一－‐ 西登録きれている氏名は、必ずしも楯定を受けた司法弊寝員とは隈らｵといので．プルダ
ウンリスト､に氏名があるからといってその主虐入力せず、必ず躬簿を確認する， 一’

今
．
－
１

ー兵一
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・ 合》伏の有効期間が通常両7月|州（刑訴規則:〕 「〕 〔)条）と堤たる請求の

場合には、その期|淵 （例: 1か陣、 3か月、 6か月）

・ 令状の更新請求があり、以前に発付した令状が返還された場合には、

i反蝿された令状を発付した際の聯件簿の当骸返還された令状の備考欄に

『平成○○錘○月o日返還巫○/○/○返還j等と朱書きで記餓(令
状の更新について幟、 「令状関係家件処理要領j参照）

※どの令状請求の場合でも、請求に来た弊察官に『令状請求連絡先メ

¥j {令状請求率件癒に紐で結わえであり主す" )を記入してもらう
こ‘し’、

する｡なお、令状請求が休日や深夜の場合、市役所等が休みのためこれらの

審面が記録に添付されていないことも多い。 この場合、被疑者の運転免許証

や健康保険証溌どの謄木が記録に添付されている場合もある。それらがなし、

場合には入定に閲する捜充報告書等を参考にする．

いずれにしそも、被疑者の特定は重要な事項の一つであり、 とりわけ、逮

捕状の場合、被疑者の入定事項が明砿でなし､場合（自称○○等）には、身

体的特徴（年齢何歳くらい、身長何センチくらい、服装など）で被疑者を特

定Lたり、披疑者の顔写頁を逮捕状諦求群に添付して特定する必要がある場

合（例：被疑者氏名にI別添写真の男」を加入） もあるので、裁判官の指示
を受ける。

（参考）被疑者の氏楽等が外字等の場合があるので注意

「松」が「松j 、 「邦jが「邦j

「塚」が【塚j 、 『蔦jが喝j

似・ぐいる文字蕊

1通j と 「道l

刑法239条「辱酔強盗jの「醜1 と 「睦I

錨造物侵入『〔)○が看宝するIの「看守! 'Li看取」

(2)有効期間の確認

令状請求の場合、請求してきた有効期間が涌常の7日間かどうか確認す
る弓

なお、勾留状の有効期間は（初日不算入） 7日間である（刑訴規則30

0条） 、有効期間とは「その期間経過後は執行に蒋手できない期間jの意

味である。 （援記の勾留請求での勾留の期間は10日間であり、これは令状
の有効期間とは異なり、 「勾留することができる期間jの意味である． ）

（3） 夜間執行の有無

夜間執行の請求がある場合、捜索差押許可状、絵諏許可状などについて

ノ

撒腫1や知~ドの鍔合1,-#ｵ、令状請求恥低癒‘ｱ)結果綱の．発付iの文字を一線

主た減弓線で消I=てi倣同j 「却下j と訂正し取扱者が押印する。

だお、却下!=た場合にkl、請求書原木に「本件請求を却下する〃 I旨のゴ

ム印を押し、裁判官に記名押印（縄目ll l40条） してもらう （理由の記載*、

’藤要な")で忘れ′ないこ《!f) 、 『却下I 『撤回jの場合は請求書原本を令状請

求に来た弊察官に返還l_、令状請求獅件擁の「受領印l柵に令状請求に来た

弊察官に押印してもら･.,．

逮捕状拙求の撤回や却下の場合咄、逮捕状請求書勝本は返さず、余白に

「撤回I または『却下！ と記入して、刑率訟廷係に引き継ぐ。

3令状請求書等の確認 〈主な注意点）

（1）被疑者の身上関係の確認

戸篭勝木、戸鰭の附索、 ・嘩上調査照会回答書等の審爾と令状請求涛を対照

守
幸 ノ‐

-R－
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は、 「この令状は、日出前又は日没後でも執行することができる。裁判官」 合には斜線押印（請求者の印）で削除する。

・ 諦求講中の2や3の各欄の時間の記載で「午前」と「午後」の単純な誤記

の場合もあるので要注意（見落とじがち)

Q 請求書中の2「逮捕の場所」や3の「引致の場所」の記載（ 「○○警察

署」だけ記載されている場合は、警察署の所在地も書加せる.こと､）が抜け

ていたりする場合も多いので要注意

（6）逮捕状の請求書の引用

の記斌が必要になる I

I
３
１

ロ■■また,当直室にはこの文言のゴﾑ印も用意されている｡）。この場
合、 ．｢裁判官」の右横に裁判官に押印してもらえば良く、裁判官の記名のゴ

ム印を押す必要ばない。

．なお、夜間執行の請求があったときには刑訴法116条（人の住居等が

対象：車は原則対象外） 、刑訴法117条（公衆が出入りする場所はこ･の

夜間執行の文言が令状に付されなくても夜間でも捜索等可）を確認してお

く。
口●■

（4）被疑事実または犯罪事実の確認

要件事実の漏れ例えば「住居侵入」事件で「正当な理由がなく．」等の文

言や｢建造物侵入」事件で「Ooが看守する」という記戦が漏れていたり

するので注意一(当直室備付けの犯罪事実記栽例に関する文献など参照)．．。

（5）その他（緊急逮捕状のチェヅク票を参照）

》｢逮捕状請求書（乙） 」 、いわゆる緊急逮捕の場合で、

・ 疎明資料中の「緊急逮捕手続書j中の「逮捕の年月日時、逮捕の場所、

逮捕者、引致の年月日時、引致場所」の各記載ど「逮捕状請求書（乙） 」

の各記栽とが合致しているかどうかの確認

． 「逮捕状請求書（乙)jの「2逮捕の年月日時及び場所jの逮捕の日時

と「3引致の年月日時及び場所」』の日時が、時系列的に.「逮捕」されてか

ら「引致」という時間の流れになっているかの確認

・同請求書の「5引致すべき官公署又はその他あ場所j欄に関して

既に「3 引致の年月日時及び場所｣欄に警察署に引致した旨の記載が

あるのに、 .この5の欄の記載がある場合は要注意。この5の柵は、逮捕は

したがまだ引致していない場合に記載する欄なので､既に引致している場

｜ ‐ ’逮捕状の作成は、当庁では して.いる。そのため諸

求書の記載が疎明資料と合致しているかを要確認もし訂正等がある場合に

’ 1ま請求者の舗求印で訂正する｡｜I

’ ’

持参してい雄ければ裁判官の指示を受ける。

ちなみに「被疑事実」を令状に記載する必要があるのは、身柄を拘束す

る効力のあるもの（逮捕状､勾留状、観謹状、鑑定留置状等）である。 ・

製令状作成

（1）逮捕状などの請求書の文言を訂正する場合は請求者の舗求印で訂正す

＝ る。

（2）共犯事件の被疑事実(犯罪事実）記栽の留意点

共犯事件については、各種令状験求審1校目に記聴されている『被疑

割と、 「被疑事実』や『犯罪事実.|中の被疑者の裏龍記載が一致してい

る必要がある。たとえばAほか2名（､B、C)の3名.の共犯事件の場合

で、Aに対する逮捕状請求の場合、 逮揃状請求記載の波疑昔はAだけなの

至_被疑事実中の記載は､.正しくは「被疑者（伽と．入れない場合が多

い。単に「被疑者j )は、B、Cど共謀の上」または｢被疑者Aは、B，C

と共謀の上」という記載になる。以下の記載は例示であるが、いずれも誤

りなので留意されたい。

-9－
－10－
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職疑者Aは、 ＆I擬者（または「同 )B、Cと共謀の上」

x (Bは本件令状請求の被疑者ではないため誤り）

｢△は、進塁童B、 Cと共謀の上」

x (Aが本件令状の被疑者であり、Bは本件令状諭求の被疑者で

はないため誤り）

｢艇選者BはA、Cと共謀の上」

x(Bは本件令状請求の被疑者でない。Aが本件令状請求の被疑

者であるため誤り）

必要がある。

は、勾留質問調書や通駅人尋問調書

書は、削除すべき部分を二重線で抹

もし、 場合は、

は書記官の印で訂正削除する。通噌
e

消する（通訳人の訂正押印不要） 。

通訳料舗求書は、

、

なお、被疑者の氏名がへ 「自称○○」の場合､被疑者の入定事項を特定

するために、被疑者の顔写真を添付したほうが良い場合があるので､､担当裁

判官の指示を受けること。 この場合、逮捕状や勾留状の被疑者の氏名欄や逮

捕状請求書の氏名欄には、 「自称．○○（別添写真の男） 」 と記載する。 ．

ちなみに勾留請求の場合で､勾留状に写真を添付する場合（勾留状の執行

のために被疑者を特定する必要があるため）でも、その勾留質問調書には写

真まで添付する必要はない｡勾留質問調書の被疑者の名前欄には「 (別添写

真の男） 」とは記載しない（単に「自称○○」 ） 。また、勾留質問調書は

勾留質問のやりとりを公証するための調書なので、写真添付は不要である｡

(顔写真を添付する被疑者の場合は、

）

Oojの被疑者が外国人の場合

－11－

-12-

妻垂



撃 鮮聴"…R4 3R4. 3改訂当直説明会資料

5裁判官への連絡

（1） 警察から令状請求の事前の電話連絡を受けたとぎは、請求警察署､罪

名、令状の種類（通数)． 、裁判所到着までの時間（到着予定時刻）等を確

認する。

なお､I

函踊求されることになっている。

例外･として、別添の「当直における剛方の令状卿求の取扱いについて

（メモ）」を参照｡．
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（,） 発付の際はく令状請求事件簿の｢受領確認｣欄に■■の受領印等をも

らうだけで足りるが、形式的な誤記や契印（刑訴規則58条1， ．2項、6

0条の2第1項）漏れ等を防ぐために、必ず令状の形式的事項につき､ひ

とつひとつ読み上げ指さし確認をしてから交付する。

（2.） 令状請求事件簿への記戦(結果欄、備考棚）は前述(P､6)のとおり。
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(3.） I逮捕状請求書謄本Jやチェック票圃二一 一］

L－ －1（以下、 「ドッチファイル」と言う6 ）の所定の箇所に綴っ

第2勾留

1 勾留職勾留質間調書等の作成・印刷
て保管し、当直明けに刑事訟廷係に引き継ぐゞ

｜ ‐一 ’ を使って必要な番面を作成．印刷
する。

’

「 操作する場合に|を
は、当直予定日より前に、刑訴訟廷係で個別に操作・練習をしてもらう。 ゞ
2勾留事務処理の流れ

（1）検察庁から前日の夕方に翌日の勾留請求の予定の連絡が入る。勾留請求の
予定がない場合にも、その旨電話連絡が入る。

休日の前日が開庁日の場合は、刑事訟廷係から翌日の令状担当裁判官に翌

日の勾留請求の有無及び件数（うち外国人の件数） 、事件名などを連絡す
る。

休日の前日が閉庁日の場合には、夕方頃に検察庁から翌日の勾留請求の有

無などについて電話連絡があるので、その日の日直の者が直ちに翌日の令状

担当裁判官に翌日の勾留請求の有無及び件数（うち外国人の件数） 、事件名

などを電話連絡する。もし、裁判官に連絡がつかなかった場合ば、宿直の者

を通じて翌日の日直の者まで引き継ぎ、令状担当裁判官から照会があった際
に回答すること。

「‐
’

’ ，
なお、裁判所 に’

’
ことが多い。そ11 の際1 I

’ので､ ､検察庁の記録送
付の帳締用紙に受領印を押して、勾留請求書等を受け取る。
－

‘当直室書廠■ ’ しも､う許表紙の繰色ファざ心

-15－
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（3）準備（迅速処理のため）

土浦では､勾留請求に関する書類の授受は､受領､送付とも|｜ ■を通

じて行う。

ア日本語を解する日本人の被疑者の場合’

①通訳人出頭カード

②通訳人尋問調書

③通訳人宣誓書

④通訳料請求書（2部）

なお､通訳料請求書には、ﾌﾘｶ・ﾅが出力されているので、通訳人に署宅

をし.てもらう。通訳人の氏名が長い場合にはﾌﾘｶ．ナが一部しか出力されな

いことがあるので､．必ず全部出力されているか確認する。

三一一二二」し、被疑者に記載

してもらい､|[ ‐■持ってきてもらう。その際､①に基づいて勾留質

問湖琴の「勾留通知先」 （刑訴法79条､.207:条、刑訴規則79条）

’'。もし、勾留に’ 一二二一 通訳人は、
申 C

また、通；また、通訳質問の際に、被疑者が違うことを述べた場合には、その場で訂正なり削

除をすればよい。 ．

① 「勾留になった場合の通知等についてj

② 「国選弁護人選任請求書・資力申告書」

人に、 「被疑事実の要旨」のコピー_(後重些＃掴狸L1gl

を渡しておく。勾留質問時に裁判官が「被疑事実の要旨」を読み上げた

後、それを見ながら通訳するため。通訳人が外国入の場合で漢字や固有

地名ｶﾐ読めない場合があるので、時間があれば読みにくい漢字には「ふ

りがな｣をふって交付する(I -md
なお、勾留質問の前に、最初に被疑者の前で通訳人に宣誓を.してもら

うの画 ｜宣誓書を通訳入に渡す（刑訴法175

条、 178条、 ユ66条、刑訴規則128条）。

’書、宣誓書※なお、勾留質問調書く通釈人尋問調書、 など、

Ｌ ll

3その他外国人勾留手続きの場合の注意点

。･準備するもの(上記第2 (3) /fP.17･･ ･

①通訳人出頭カード

②通訳人尋問調書

|‐イ要通訳事件の場合

事前に通訳人から下記の①～④書面の該当箇所に記載してもらう （いず
、

れの害面も|〔 07”

される。 ）

（③宣誓書とステープラで留める｡書記官の認印による契印必要）

③通訳人宣誓書

5 勾留質肌調番の記戦例につき、P､24以下参照 ，

6 当亜用手樗き用紙のファ‐fル中にある韮本14営語の埋合には､最高裁作成の当骸曾語と和文が並記され
た儀式があるので、当該言語の場合にはそちらを使用すると被疑者に理解してもらいやすい。

照一一一一
,ので事前に傭報に

の堤合は、

7過去に来たことがある通訳人の場合

か通訳人に確彫する。情報がない通駅

更がない

を記入し |してから作成する。

- 18-
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④通訳料諭求書2部

勾留担当裁判官に支給決定印をもらうのを忘れないこと（特に他庁から

の填補の裁判官の時は要注意）。

通訳人に住所、職業、口座等に変更がないか砿認する。

｜ ご ]通訳人の場合は、 口座番号の欄の下の『 （フ

リガナ）口座名義」の欄以外ば印刷されるので、通訳人にはこの柵を記入

してもらう以外は､鯖求者の桐の署名だけしてもらえば良い｡ロ 一
｜ ‐ 国訳人の場合には、通訳人に記入してもらった「通訳人情報聴

取様式j (当直用手書き機式ファイルにある。 ）をもとにⅡ ｜
｜ 鬮訳料請求書を印刷するか、手書き用の様式の通訳料請求

審を使用する（通訳人に住所、氏名、フリガナ、口座番号等を記入してもら

い、1部作成してもらってから1部コピーするか、こちらで「通訳人情報聴

取様式lをもとに作成して通訳人に記栽内容に間違いがないか確認しても

らってから1部コピーして、それぞれに甥名してもらい、合計･2部作成する

ことも可能である。 ） 。

なお、同一通訳人が同一日に当裁判所で同一言語の複数の事件を通訳し

た場合は､通訳料請求書は事件ごとに作成するのではなく、 ‐－つの事件で

2部作成すれば良い。ただし、 この場合は、通訳料請求書のワードのプレ

ビュー画面で通訳料の請求文言の「○○被疑事件について」の部分を「○

○被疑事件等についてjと術正する。もし、通訳料誠求番を印刷した後で

訂正していないことに気が付いた場合には、手書きで「等Jの字を挿入す

る形で番き加えれば良い（逓駅人の訂正印は不要。 ） 。

勾留質問に要した時間（勾留質問が始まって終了するまで)_を①通訳人出

頭カード上部にメモ的に記入しておくこ,と．

’I迩頴料の算定 壊告事務で必要と丞量_ため6
'1－

（領或館通報） 蹄

・ウィーン条約に基づく領事館通報を求められた場合や二国間条約により領

事館通報を行う場合には、当直室備付けの「ウィーン条約締結国一覧表」8に

基づき喜面で通報する。

事前に警察墓や検察庁で領事機関に通報している堪合があるのでその増合

には再度の還報は不要なので疎明資料で確麗しておく。

なお、二国間条約を締約している国の国民が被疑者で勾留された場合に

は、被疑者の要請希望の有無にかかわらず、通報を行う必要があるので、注

意を要する（前肥の当直室備え付けの「ウィーン条約締結園一覧表」に

「。」が付してある国である。） 。勾留鯖求の前に零察暴や検察庁で領事機

嬰通報がなされていない堪合には前記ファイルを参照して速やかに通報を行

うこと。 （郵送で通知審を送付すれば良い。その増合は、勾留遍知用の切手

を使うこと。）

（4）勾留謂求受付

必ず、受理時刻を請求書の受付印に記入すること。

※立件後、勾留請求書1，2枚目及び被疑事実の要旨をコピーしておく

（点検や書記官の手控えとして使用できる。 ドッジファイルに綴って、

刑事訟廷係に引き継ぐこと。 ）。

（5）作成｜ ‐ ｜（
｣をするので､瀬手・－－マァ壼一

通訳料の
－ 訳

人
通
訳

が勾留質問に立ち会った時間を『出頭カード」にメモしておく。
－－－－

(重要） g l[ 「ウィーン条約締約図一覧茨一領塀航通報一Jというファイルがある”通逮や公館リス
ト．各種操式等が錦られている．

－ 19‐
－20‐
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れがないか確認1-ること。

・ 被疑者が「住居不定jの場合、勾留状2枚目の勾留理由中に「1』が

必要になるので記栽する。住居欄が「不詳」や「自称lの場合には、殻

判官の指示に従う”

・ 勾雷質問調書の記職例参考添付P.24~

（7）勾留状の交付（一般令状の場合と同じ） 、

交付時には､|－ ｜勾留状の形式的記救の誤記

（住所や氏糸、生年月日、留綴施設先左ど）や押印漏ｵ1，蝶を防ぐために、勾

留状の形式的事項押印､契印や訂薩印につき指さし､声出し確認をし■
函すること。

確認後■■に事件鰐係送付覧に受領印等をもらう (もらい忘れ
に注意） 。

（8）勾留状のコピー

被疑者を勾留することになり、被疑者から要件が充たされた「国選弁護人

選任請求書・資力申告書lが出された場合にば、法テラス地方事務所（当祗

の場合は必ず「東京地方亦務所j )に国選弁護人候補の指名通知依頼をす

ることになる。その際に「勾留状の写しjが必要に鞭る燈そのため「勾留

状」をコピーしておくこと（必ず、裁判官が押印済みの原本から作成未る･

別紙被疑事実の要旨が複数枚ある場合にコピーのとり忘れに注意する。 ）-．

写しの3枚目(別紙被疑事実の要旨）上部余白にかっこを付し、できれば．

太めのペン9で、被疑者の氏名を記錘する（別紙被疑事実の要旨が複数ある

場合には全てに記載する。 ）。受け取った法テラスで、ファクシミリ霧而が

バラバラになった場合にも分かるようにしておくため（法テラスとの取決め
班項）。

’ ｢別紙lや『 ・の要旨」の文言が抜けていたり

「被疑事実jが「犯罪事実jになっていたりするので要注意

． 「強制わいせつ」被疑事件等で被害者の氏名が「A子」等秘匿になっ

ている場合には、実名を出すかどうかについては裁判官に相談するこ

と。

（月）溌疑者国選弁撫人について

・ 被疑者国選弁識人に関iては、平成3(〕年6月1日から「被疑者に対し

て勾留状が発せらｵ1,ているI全ての率件がその対象になったので（刑訴

法37条の2参照） 、従前のように対象事件と非対象事件を見分ける必

要はなく厳へた したがって．被疑者から被疑者国選弁護人の請求がか

り、資力が50が円以上でなければ、選任手続を進めることになる。

（詳細ば、 「当直巍務処理マニュアル被疑者国選弁誰制度当番弁識

士私選弁護人選任申出」参照， ）

被疑者国逓弁瀧人候補指名通知依頼をした際に法テラスから裁判員裁判

対象事件か否か聞かれたことがあるので（特に特別法違反の場合） 、司法

警察員の険察官への「送致響jに記赦されている罰条・罰則を、作成し

た勾留請求書写しにメモをしておくとよい。 （当番弁護士の申崖があった

場合、 「私選弁麺人篭任申出通知替1を作成する際に罰条を書く必要もあ

る。 ノ

｜ ､ 二1の際にも、被疑者の氏名のふりがなを入力する必要が

あるので、 この送致書の記敬や被疑者の供述調書等の捜査記録を参照

し、正確に入力する（特に艘疑背国選弁謹人指名通知依頼書に影簿す

る。 ） 。

勾留質問後、裁判官から勾留状を受け取ったら、チェック票に従って、

裁判官の記名押印、契印（訂正箇所がある場合には訂正印）につき押印堀

ー

｡ つ子クシ守り、談受信巻織り返す-たけ》句レベンでは｡γが兇えにくく左ってし譜:うため‐
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裁 判 官 鰯会②金 は、
裁判所斡記官 桑鰯の金 を

立ち会わせて、被疑者に対して次のように質問した、
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畿卿l官I土、終姫然し、又は個々の罰淵に対し陳述を拒むことができる旨を告げ、
勾W請求？I記髄の潅蔀実を読み開かせた．

間桧察官からこの上うな事実について勾留の諦求があったが、これに対して何
力述べることはないて莞i労x

鐘
『？

①yI壌は、そのとおり蹄熟､あり主せんら

②V嘆は、身に覚えがあり兆せん

1，裟太釣に字誌為（外臓人の鳩合健．旬爾訓求徹の記範に従う． 〉
勾研湖求需lb、氏墹がrr1味●◆や●(別添写貫の男） 1の狸合、 「 （別添写真の男) jとし､う記戟
は、勾爾状のみ。 （勾iW皆閉調舞、湧択人弓間調零、 孔1IW面知桝騨の罫而に瞳乖密，酬属↑1プレドョ宝‐＝で削除
1－もこともできる．
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12司癬にチニック

13 イ11 掩慨苫拭一
呵厨にチニゾク 身入れてf,出誕いので、印脚Iプレビュー爾読で禽き加えるか孚醇き十.る．

ｲ11 掩礎汚拭・城判溝")入定宵間に斧え左いれて・雄､脚I官眺、 勾研諦求評添付の軍廊と楯鴎将JgしてⅢ晒
した将の赤穂*2噸合し、雨一・人鈴であ尋二と島蒔認した．

(2) ．．････侭判官は、屑寺に封し、澁曙行'か粋定弗促したところ、詫耀名と1－で出如した荷〃:、埋械猯号今
●零△△号の新である濡杵I．}･たので、轍､HIWば、ホイ'卜勾研鮒求舛掘戦車項,L獺合し、播鴎将としてⅡ1頭
1/た軒が上記諭堆丼記縫"》人灼とI師一人甥でおること考餓解1"た｡
131 澱畑宵瞠、幻阿諦ｵﾐ樗深叶門写寅雰--件把銀に,上')埼慶将.':得だしf､．
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準 諺……”R4. 9i《－1 ． ， ． ‘､ ;：〆' ･ｿ?” 当I向:衿肺}会麿泌

’薊総察富")蛎闇べ‘')時に述べたと妬し)でｲｰｰ

紅；燃秘

減剥賊.け、坪総ﾉ錘ｲ壬権を告げ、＃灘士、弁泌士法人叉は弁護士会を擶定して弁漁人の選任

を瓢し閉る二1:r4:;できる旨及びその巾出先を数示し、また、園選弁識人選任諦求椛を告げ、弁

灘人i7礎｢砿･聯k十亀にl甫雷力申告響を提出し"/tl"1.ばならない旨及{淫の資力が基蕊額以上
で駒ろ.ときは、 ，恥候､､､I鷺め、羨城鵬l弁廼-+Yff&=か漁ﾉ、(n選縮7)申出をしていたければならない

詩を穀示［、 輝俶|_メー場合〔耐羅il姥を尋』'たlでころ、

ﾀﾐﾐﾉ雷寅｢珂言周書冨己裁例（蝉ﾐ念1日寺ノ、一三＞ヨニー）

蕊職熊事X董噂蹴礎姻葺
婚印は．①左手人差し術②右手人鍔し指③その他の拾の順にさぜろ．
（注意） その他の榊で楕印させた埋合にIま‘ どの捲でさせたのかを顧客上で明らかにし

ておく． で

（詞書記畷例】

I 欠掲

答勾{W通知先は

（『’凱榊嫁． （実母、住届地に同じ1 ，稀,嚇号●唖携帯蘭蓋歯番号．●手に

面茨城県榊柿騨翁1--2--3.ﾍ$'4"ﾍﾉ4》帰い詞、誘勇溌号③・て=ナェ

③稗察習かI.ルてもらい主寸

呵’ （勾W澱熟（麹瞳、 ) ,2要!*>jj .髪せ/L_

痕， 申し州の鮎った素堕士会裟城肌群議|fI:

☆錨1脚謝掛．､通鰡しでください

、』．ﾐ･徳､l;W!"､"'通報錐必蒋鳥》()雀け,/い <･､:& 知研罰割室備付")ゴム印鯰『箔il蟻関に通

"-'l･Zにしを瘤；iiまぜ/L,| }

識祭撚以.卜のとおり縦み間かぜたところ．棚 卜

桧麗審OOOO揖印

2個偶

以.kのとおり賎み聞かせたとこ

諺
籍鐵患
被疑者○○○○附則 一

蕊灘蔓噂溌誉
【調書記賊例〕

を1乗〕!?ﾉ上"吟が''説ｿ:職ﾙｷ'製-たところ、 f勝奴IPI' ､;1･Iドi_立て薯謝訟]を("IF"

蒋洋者 剛

装疑籍 （空翻）

34.ニ
レ

凝溺難.苫罵答 －．．
8 ｰ p

【副審記滋例】 、 ． ？乳
綻疑者は‘耳が聞こえず， 口が開けないた吟；準勾劉質問峰全て書面詔間閲し書而で審え 、

｡、 ザ ． ・ 0 ｡､ひ

させた。 ．.,、

驚要憧嘩ろ噌W亨鶴窪剛崎溶ル ーj
以上のﾉ弓お

‐被疑者○○○○楕印

貯

-‘ﾉ)ﾘ皇統蛍“、通訳ﾉ、 〈も'介1-で行っ/‘宇令

獅州1";:

雑削術i崎猿 ．●愈領

溌瀧蕊で萱種鴬蕊蕊
● －ず

(調否認職例） f↑

た･ノ
ー〆

、

以上のとおり認み間か
一

'1当番弁溌士の巾l"lilがあった場合（ j'ム酬噌) ↓; ） 。 ズ“;、 4『難|言会への沌絡i』、 イAi".jr婚ﾒ､瀧鎚催1出審'）
恥‘と〃使剛｜ 蛋抑11沖･↑て， 【溌域梨呼渇iご灸ﾉｰ '')W“い，，叩ガリ） ．

'畠嘩秘I メー鯉く．（'詞踊恭I報･で;､斑い員蜷‘ハ忠競い1.A、蛎一ぞ--シの『勾爾首墹謂諜記唖約1 （影魚時バー.ジ亭↓
I 錠抑

）§
ー ‐26‐
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篭3

1

接見禁止等舗求

受付からの流れ

「勾翻誌求審」の右ﾄｰに赤字で「接見禁止請求」とゴム印が押されてく
接見等禁止決定とその勝本(3通)も’

へ

旬

－ ’

l 接見等禁.1上決定原木1通、勝本3通、送達報告書1通が印刷される。勝本2

通はあとから事件関係送付一覧で「勾留状、疎明資料j と一緒に■■■に
、

交付。

る

「勾繍諦求書」綴りの中に「接見禁II:等請求書」が綴じられている。その

1枚だけを．-･件記緑から外す。残りの勾留諮求譜等は、紛失しないよう、疎

明記録にステープラ等で綴じる。

勾制諭求の場合と違って接見等禁止舗求は受理時刻の記入は不要

雌終的には『接見禁止等諦求I噂」 「接見等禁止決定原本」 I被疑者への送達

報告鱒1 3枚をステーブラで綴し険察庁にほ戻さないでドッジファイルに

綴って、刑事訟廷係に引き継ぐこと（総判所保管）。

2 「接見禁j上等請求謀jの内森確認

(1 ) .1つのバヴーンがある。

． 『般鰯」 （日本人、成人一難木型〉

． 『少年の場合親権者との接見等は除くもの〕

． 『外国人の場合その国の侮郡官を除くもの」

． 「外同人少年の場合親権者及びその国の領事官を除くもの』

h

－ ’
被疑者.が送達を拒んだ場合には、当直明けに刑事訟廷係から特別送達で送る

ので、波疑者送達用の勝本もドッジファイルに綴って刑事訟延係に引き継ぐ
こと。

5 なお、裁判官に事前に勾叡状の決裁をあげるときには､ 「勾留状j 『接見禁

I上等諦求響及び接見等禁止決定原木」 、及びそれぞれのチェック票を疎明盗
料‘と一蒲に識判官にあげる灸

※_[壁k道少年_|の取り＃）iいについてば 「
(令和4 6 上記2で述べたように ｢主文」のパターンがどれかその

（一般用、少年、外国人、外国

と。外国人の場合には■■■■は’

堰旦-月28日時点)_副一念1k担当裁祉直の指示に従う 謬択を求められるので、どのパターンなのか（‐
ト

人少年）をよく請求書の内容等を確認すること。
(2)湖求諜の中で接見等禁止の対鎮から除外されたものがい命いか”

例えば、請求書に「 1 接見の禁止（ただし、内縁の套｡●◆今を除

く。 ) 1 と記裁されていれば、接見についてのみ内縁の妻を除くという請求

ということに癒るので、対象から除外されたものがいないｶﾛ

(3)水戸瞥内の取り決め事項
一

’

_ ‐ ｜’あるので注

意する。
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‐28‐

嚢霊
’



0E‐ －6Z

’ ノ！ー｡

嘩守全一－－－･し函一＝I

華

令

子

専

Iq■ 一》画く卑

全
一

３《

|、
｜

|
軸等

姑母
.､O■Oひ.韮＞蛭.｡｡:54 . ．･毎0『い

" 『手引 ･合岫ｩ』屋廿‘

･“=J、 %.･僧.号r1世＆りい”』ぬ句･“■1もるｵ OC
qDNbg3さ寺煽ら『8

1AAごOpBﾄ、●,｡ D・砲沈伽一イb…8“:群W1 - 80$副bj ･P

- r名司#･
-UOn．＆~dUb｡ ． U■叩2名尋F一ぶり 号･ ぎこ・もf一

瞬も紺,･吟◆号ﾕ口叩9“･罪0魂88，U唾■ざ｡｡●"を5,
匹4．△』甘侯U■5F■・・2． ．2．こい令も.l凸・少寺山“.-白心さf■．『勤･く･pDrB

＝＝三三＝車田､堂舎劉巍_…_･畠山型亘唾

函
■

濯
雲
諏
郵
一

ｍ
ロ
ロ
ロ
ロ
ｃ
ｃ
。
。

《
鐸
雛
畦
・
・
・
・
患

》
３
》
．
．
》
土

銅
坪
睡
唾
》
．

悪

》
・
》

岬
哩
廻
匿

幽
》
》
》
ｓ
畢

遥

》
》
麺
》

麺
棒

埠
写

》
岬
曄

《
》

■
唾
心

緬

雌
謹
郵
長

》
輝
蛇
哩

蕊
郡

“
＆
峰
埜

卓

凹
唾
嘩

轟

討
＆

＆
一一

｡昌争L－●■~＝輕甸■●

才
坐
》
《
》
一
一
一
一
一
一
》
一

一
唖
一
一
》
》
》
一
一
琴
》
”
一

口
０

恥

迅
■
頭
■
、
盃
》
卓
占

匁
■
つ
署
ざ
■

ど
●
冠
旬
◇
勺
言

係
ｕ
躁
缶
』
■

郵
確
奄
凸
嘩
銅
羽

⑪
が
季
顕
一
や
幽
雨

予
咽
起
蓉
識
、
・
や

《
《
》
》
》
》
丞

虫

》
一
一
麺
》
恥

ａ

ｌ
《
鷺
麓

〃

：
／
、
：
。
：
．
．
．
．
：
．

ダ
ヂ

謡
蝋

一連。
ご
ａ
○
口
○
○

■
●
Ｃ
Ｇ
■
。
ｑ
■
、
。
ｅ
古
●
①
●
Ｇ
ｑ
ａ
ａ
●
甲
■
●
。
ｅ
令
●
。

●

■

Ｌ

ｃ

４

ｐ
昌
○
ｃ
ａ
ｐ
ロ

６
．
塞
醒
華
３
．
華
塞

》
》
》

一
》
》
》
唖
呼

》
宙
》
稗
涛
喚

宰》

》

Ｊ》

《

涯駄

》

麹＆厳罰》

ｔ戸
１
１
１
１
ｋ

l

L
漣､雷群 ｡”浜■
u Y

幽魂を

－－t司宕了:‐ 』竜篇凸－9 qも■ミヨ5ふょr言4一
ロ．｡h七 ・日▲ ．◇マニ■ ＊ 40 4

く

ノ

｛
日毎､夕9罫P3 司必洞泓･』もn劃弓剥･副ざ『ﾑ霧馨己

r品”口 ？i I

Ｉ

ｆ
Ｕ
１
Ｉ
ｈ
』

一
ウ
ー

》

ク
ノ
ノ
ノ
が
１
１
Ｆ
１
Ｊ
｝
＆
お

｝

ノ

奇膀
ご
》
蝉

毒
酬

○
ロ
ロ
ロ
ロ
壱
○
。
Ｃ

Ｑ
口
。
ｃ
ロ
ロ
ロ
○
．

一
州
一
ｌ
Ｉ
－
ｌ
－
ｌ
－
口
‐
、
恥

埜
》
－
１

《

ニ
ヴ
ー

》

＆
あ
蓉
酬

。

ｃ

り
あ
誼
壇
＆
令
斗
む

ゐ
予
剛
型
ゼ
雪
．
。
×
△

密
↑

●
Ｍ
“
エ
ロ
』
靱

回
弓
ふ
み
ぢ
あ
エ
迭

概
幸
尽
苛
馨
⑪
詞
ざ

。
幻
“
も
〃
争
蝿
α
△
Ｊ

壬
刺
Ｕ
和
・
も
轡

鋤
轆
一

守
淵
首
・
咋
・
卓
寺
な
包
り
面
河

ヨ
や
の
二
ｔ
・
ャ
■

．
↓
四
『
》
￥
惑
畳
了
０
魂
今
式

稲
心
薯
基
両
管
康

じ
惠
基
凹
列
巧
司
恥
子
承
叩
ｑ
Ｌ

叩冊ｕ

■

蛍

。

■

鰯
一
輔
一

や
蝿
》
押
華
諏
赴
”

島
税
率
ｖ
肘
伽
刀

甲
愉
、
旧
“
急
・
・
量

諺
聖
寺
・
一
蝿
馳

碑
吋
。
壱
・
．
ａ
上

◇
垢
叩
も
ゆ
名
跡
ｕ
細
り

・
℃
尻
邑
椰
■
蝸
如
■
ロ

・
心
昨
●
に
ロ
■

〆
ｕ
劃
。
話
ｃ
仁
■
幸
Ⅷ
刈

圭
Ｎ
抄
七
四
砿
・

小
も
“
評
凹
幸
凶
一
。
型

函
猟
唖
鰹
》
、
恵一》

恥
鰯
呼
蹴
イ
ゞ

。
．
乙
畑
Ｐ
４
０
酋

一
●

一

ｖ宅ｇ

ｏ
。
ｇ
琴

Ｐ
ｂ
ト
ト
１
６
■
０
０
■
■
■
０
口

石忘

塗々応＝多本騨金可T簔琶甥 ＝■－一－ ‐ ‐ 画鰐醗全一動睡邸晶の卿陣孵泌判X巽堕 （［）

（影6ム順鮮、影64狐眠）野鰹思跨 ‘？霊

|:*鰯等晩戦型I 魂B ・ャH 燃愚等晩魏型亮埋堺8や副



R.4 . 3⑪淵蔵蛎鯛会“0R4 3改訂当直説明会密料

(2．）電話での通知が不能である場合には、蒋面で通知するが、通知用の切手は 第5被疑者国選弁穫人選任請求（刑訴法37条の2， 37条の3）

※チェック票を使用する．こと。

］ ［ ｜

（，）園選弁識人候補指名通知依頼響 へ

（2）園選弁諏X選任番（同写し、及び諦霄を含む）

（､3）国選弁鐡人選任通知譜

を作成する。

上記書面に記栽される事件番号鐘、 （記）番号及び勾留事件番号。

詳細は、 「当直事務処理マニュアル （被疑者国選弁鍍制度当番弁護士

私選弁護人選任申,出」加参照

2 ．上記1以外の法テラス等への「ファクシミリ送信書（法テラス東京の電話番

る’
事訟廷｛
幽事訟選係からおろされる’

｜

’
一一一

編封筒は裁逃II所からの』らの通’ 1でお忍ご少がわカュ心､汗知であることがわからない

kうに錨ﾘ所の名入りのものは使用しズよフ 砂｢の柏入りのものは使用し燕 ’
’

1R
いIgo

’L一－ ‐

(3)勾翻瀬知の結果は、 「勾留になった場合の通知先等.1の「勾留通知」の欄

の該当箇所に因などをする。また、 「勾留通知結果」に勾留通知をした相

手の氏名を記減し、 「通知結果jの該当箇所に図などをする〆それぞれの

欝而陳、刑嚇訟廷係のドッチファイルの所定の箇所に編てつするI｡。 （詳細

ば、 「披凝者の勾留通知に悶寸る事務処理方法の褒更についてjの「お知

らせjと「事務連絡Jを参照“ ）

号も記載されているh ) 」や後記第6 「当番弁護士」関係の書類＃5･わ '当番弁護士」関係の蕃類も｡｡ |~－~司

’ 参照’
3p■■■

1 －－ｺ’

4 引継ぎは、引継一覧表を使用し、必ず現物を目視しながら確実に行う。

｜
ｌ
‐

’ ’
勾留請求がされるまでは進行させる事務はないの

で、 『上訴申立書等記録締で「記」の番号を立件して記録の表紙を作るだけ

で良いが、それ以外の記録は、事務処理のどの段階まで進行しているのか必

ず確認し、その後の事務処理を確実に行うこと。

~※被疑者国選弁謹人選任事務の処理に当たっても、必ずダブルチェックをすること垂

ｌ
‐
１
１
１
１
Ⅱ
１
１
里

噸震蛸封滴瞳1 ‐－ －囿アイルの中におる．

”輔2の3(4)で、勾研諦求緋及び按嚇鞭蝿の蕊旨のコピーを作成したら、捨てずに．鑛求霧、驍曝亦実、勾
研になった理合の揃知先の噸でステー･プアで梶じ、 ドッ卒フシ･"fルに鱈てつ十る‐

20⑭ |にも添付しておる． （作窄祇の録色のﾌｧｲﾙ...）

‐32－
－31 －
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’
－
１第6 当番弁嬢士（参考資料として「当番弁護士制度と被疑者国選弁溌制度と

の関係」ファイルがあります。 ）

逮捕されてから起訴までに被疑者が1回に限り無料で利用できる『弁護士

会」の当番弁謹士による接見等の弁護活動のサービス。

ただ、被疑者が被疑者国選弁護人の選任請求をした場合で、被疑者の資力が

50万円以上あるとい.う内容の「国選弁護人選任請求餅・資力申告書jを提出

している場合には、この当番弁護の申し出を「私選弁議人選任の申し出」 （刑

訴法37条の3私選手続の前置）があった扱いにしている（刑訴法31条の

2）。

その後、この「私選弁護人選任の申し出」に対応して被疑者に接見に行った

弁護士が受任しなかった場合には、被疑者の留置施設から弁護人が受任しなか

った旨の『不受任」通知帯が裁判所にファクシミリされる。あるいは弁議士会

から「不在j通知書がファクシミリされる（刑訴法31条の2第3項） 。これ

らの場合には、資力が50万円以上ある場合でも、被疑者国選弁謹選任請求の

要件である私選前置の要件が充たされたものと解し、裁判所は法テラスに国選

弁護人候補指名通知依頼をすることになる。

■■■第

1

7

2

(1）

(2）

詳細は、本日配付した「当直事務処理マニュアル被疑者国選弁謹制度

当番弁謹士私逓弁護人選任申出jの14ページを参照

L

lI－ ’
、

21 ボタン舟押してから爽際にメタ－1.する生でに轄構時間がかかるので注意

－33－
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4

、
瓦

ノ
’

画萩署大子認

日立署
大室署

太田署悪

那珂饗
垂悶寒

5
ひたちなか霧

水戸署

、一

声；
睾田薯

浦薯

行方蜜イ

軍煙霞

稲敷署
取苧署、 ／
、－蕊ヶ蝿霧

犀露悪燕1

城県弊察署櫛轆図（吹ページ。ホームページカ
※つくば中央薯とつくぼ北野は統合してつくば“署とｵ世った

－

?．■■■■のテアク､'ミ'11～池､ても祠蟻に、当直明汁には必ｲで取り忘れがないか確認してください．棚合
蟻幟、 トレイの間に受偲’たラアクシご'f文聾が出てくるため離席:胸にフークシミリを受臆した蛎舎綜鯰‐ －

大蕊気付曇にくいので、のぞき込むようにお嚇し、します-－
’一

へ－

も、＝

－36‐
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